
基本財産（中央労金） 10,171,389
運用財産
現金　　　現金手許有高 174,510
普通預金（三井住友銀行） 13,309,560
郵便総合口座 50,298
郵便振替口座(通常) 11,553,247
郵便振替口座(預り口) 166,880,812
普通預金預り金口座（三井住友銀行） 0
商品券 50,000
貯蔵品（郵便切手、収入印紙） 114,965
立替金 0

202,304,781

ホームページ（レスポンシブ化） 276,467
276,467

資産合計 202,581,248

1.流動負債
未払金 762,548
未払法人税等 70,000
預り金　　順天堂訴訟分配金、所得税等 127,178,085
前受金　　 2023年度会費 513,000
1年以内返済長期借入金
（東京都より被害回復訴訟費用の借入）

4,489,234

133,012,867
2.固定負債
長期前受金 3,000
長期借入金
（東京都より被害回復訴訟費用の借入）

1,370,000

1,373,000
134,385,867

正味財産 68,195,381

上記は、財産目録に相違ない。
特定非営利活動法人　消費者機構日本

Ⅰ　資産の部

2022年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2023年3月31日現在
特定非営利活動法人　消費者機構日本

科目・摘要 金　　額 （単位:円）

　流動負債合計

負債合計

理　事  長　　菅波　睦子

1.流動資産

　固定負債合計

　　流動資産合計
2．固定資産

　固定資産合計

Ⅱ　負債の部



10,171,389

現金 174,510
預金 191,793,917
商品券 50,000

202,189,816
貯蔵品 114,965
立替金 0

114,965
202,304,781

ホームページ（レスポンシブ化） 276,467
276,467

資産合計 202,581,248

1.流動負債
未払金 762,548
未払法人税等 70,000
預り金 127,178,085
前受金 513,000
1年以内返済長期借入金 4,489,234

133,012,867
2.固定負債

長期前受金 3,000
長期借入金 1,370,000

1,373,000
134,385,867

Ⅲ　正味財産の部
32,070,119

当期正味財産増減額 36,125,262
正味財産合計 68,195,381
負債及び正味財産合計 202,581,248

2．固定資産

基本財産（預金）
運用財産

現金・預金計

　　その他流動資産計

1.流動資産

　　流動資産合計

負債合計

前期繰越正味財産額

　　固定資産合計

Ⅱ　負債の部

　流動負債合計

　固定負債合計

2022年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表
2023年3月31日現在

特定非営利活動法人　消費者機構日本
科目・摘要

Ⅰ　資産の部
金 額　 　　（単位：円）



書式第１３号（法第２８条関係）　　

特定非営利活動法人 消費者機構日本
（単位：円）

Ⅰ　経常収益
１　受取会費

正会員 団体A 受取会費 1,600,000
正会員 団体B 受取会費 60,000
正会員 個人 受取会費 1,210,000
協力会員　受取会費 188,000

9,400,000 12,458,000

160,000 160,000
３　受取助成金

消費者スマイル基金助成金 300,000 300,000
４　事業収益
順天堂大訴訟収益 39,831,974
消費者庁受託事業収入 2,029,359 41,861,333

５　その他収益
諸謝金 319,220
雑収入 131 319,351

経常収益計 55,098,684
Ⅱ　経常費用

１　事業費
(1)人件費

役員報酬 1,391,946
事務人件費 3,300,715
福利厚生費 984,704
人件費計 5,677,365

会議費 1,300,088
旅費交通費 2,050
通信運搬費 690,787
消耗品費 104,387
賃借料 250,320
印刷費 183,597
調査研究費 554,780
委託費 2,618,193
租税公課 2,102,464
支払手数料 16,202
雑費 0
雑損失 0
その他経費計 7,822,868

13,500,233
２　管理費

(1)人件費
役員報酬 66,000
事務人件費 2,613,962
福利厚生費 763,241
人件費計 3,443,203

2022年度　　活動計算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

科 目 金 額

賛助会員　受取会費

(2)その他経費

事業費計

２　受取寄附金
受取寄附金



会議費 213,766
旅費交通費 28,649
通信運搬費 452,109
消耗品費 235,710
賃借料 73,929
印刷費 54,223
調査研究費 78,723
渉外費 17,000
委託費 243,154
保険料 420,000
租税公課 1,200
減価償却費 114,400
支払手数料 28,490
雑費 0
雑損失 0
その他経費計 1,961,353

5,404,556
18,904,789
36,193,895

Ⅲ　経常外収益
基本財産受取利息 1,367

1,367
Ⅳ　経常外費用

0
税引前当期正味財産増減額 36,195,262
法人税、住民税及び事業税 70,000
当期正味財産増減額 36,125,262
前期繰越正味財産額 32,070,119

　　次期繰越収支差額次期繰越正味財産額 68,195,381

.

経常外費用計

管理費計

経常外収益計

(2)その他経費

経常費用計
当期経常増減額



書式第１６号（法第２８条関係）

特定非営利活動法人　消費者機構日本

1 重要な会計方針

2 事業別損益の状況 添付［資料1］参照

3 使途等が制約された寄附金等の内訳
今年度は、使途等が制約された寄附金等の受入れはございません。

4 基本財産の取り扱いについて

当法人の正味財産は68,195,381円ですが、そのうち基本財産は10,171,389円です。

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 備考

10,170,022 1,367 0 10,171,389 －

5 借入金の増減内訳

期首残高 当期借入 当期返済 科目移動 期末残高
4,489,234 0 0 0 4,489,234
4,489,234 0 0 0 4,489,234
1,370,000 0 0 0 1,370,000
1,370,000 0 0 0 1,370,000

※2022年度中の新たな借入、返済はありませんでした。

6 無形固定資産（ホームページ）の増減内訳
取得価額 年度 2021年度償却額減価償却累計額 期末残高

2020年度 66,733 66,733 505,267
2021年度 114,400 181,133 390,867
2021年度 114,400 295,533 276,467

※償却期間5年　定額法（取得・事業供用2020年9月）

7 役員及びその近親者との取引の内容

8

（1）事務人件費・賃借料・印刷費（コピー代）・福利厚生費（年金・健康保険料・通勤交通費代・健康診断
料）を事業種別毎に日常的に区分することは不可能なため、別紙の基準で区分した。
　（添付［資料2］-1、［資料2］-2参照）

（2）事業費に区分した後の事務人件費、賃借料、印刷費（コピー代）、福利厚生費（年金・健康保険料、通勤
交通費代、健康診断料）の事業ごとの配賦について、業務量に準じて配賦する趣旨から、それぞれの事業ごと
の主要な会議の開催時間に応じて配賦した。
（添付［資料2]-3参照）

（3）いくつかの事業にまたがる会議に係る費用を各事業毎に区分する基準については、添付［資料3］参照。

借入先　東京都　　　借入の目的　被害回復訴訟費用への充当

科目

（内訳)ﾜﾝﾒｯｾｰｼﾞ訴訟

摘　　　要
ホームページ
　レスポンシブ化 572,000

1年以内返済長期借入金

2022年度　　計算書類の注記

基本財産は、団体の社会的信頼確保等のために積み立てておき、原則として支出をしない財産です。そのた
め、定款においても理事会・常任理事会の議決を経なければ、取りくずすことができない旨規定しています。

内容

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日公表、2017年12月12日一部改正）によっています。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするため
に必要な事項

事業費の事務人件費、福利厚生費には使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者数が少ないため個人
情報保護の観点から金額の明示を省略しています。その他の役員及びその近親者、並びに役員が代表を務める
法人との取引については、いずれも合計額が100万円以内であるため記載していません。

長期借入金

基本財産

これらの借入金は各訴訟のためのものであり、その返済時期は当該訴訟の終結後となります。

　（内訳）順天堂大訴訟



[資料1]　＜2022年度　特定非営利活動に係る事業別損益の状況＞

共通
ワンメッセージ

訴訟
順天堂大訴訟

消費者被害の
実態調査業務

役職員・委員
全体会議他

ホームページ
運営

公開学習会
（総会シンポ）

Ⅰ経常収益

受取会費 0 12,458,000 12,458,000
受取寄附金 0 160,000 160,000
受取助成金 300,000 300,000 300,000
事業収益 39,831,974 2,029,359 41,861,333 41,861,333
諸謝金 0 319,220 319,220
雑収入 0 131 131

経常収益計 0 300,000 0 0 39,831,974 2,029,359 0 0 0 42,161,333 12,937,351 55,098,684
Ⅱ経常費用

役員報酬 148,295 539,546 393,111 13,362 4,454 198,000 51,178 44,000 1,391,946 66,000 1,457,946
事務人件費 562,270 987,683 1,331,280 124,072 141,796 88,623 41,357 23,634 3,300,715 2,613,962 5,914,677
福利厚生費 167,742 294,656 397,161 37,014 42,302 26,439 12,338 7,052 984,704 763,241 1,747,945

会議費 275,983 239,472 522,363 198,000 42,270 22,000 1,300,088 213,766 1,513,854
旅費交通費 2,050 2,050 28,649 30,699
通信運搬費 3,090 73,119 26,571 3,866 584,141 690,787 452,109 1,142,896
消耗品費 104,387 104,387 235,710 340,097
賃借料 42,642 74,904 100,962 9,409 10,754 6,721 3,136 1,792 250,320 73,929 324,249
印刷費 31,275 54,938 74,050 6,901 7,887 4,930 2,300 1,316 183,597 54,223 237,820

調査研究費 62,700 1,040 440,000 51,040 554,780 78,723 633,503
渉外費 0 17,000 17,000
委託費 1,215,693 22,000 896,500 88,000 396,000 2,618,193 243,154 2,861,347

減価償却費 0 114,400 114,400
保険料 0 420,000 420,000

租税公課 6,972 54,304 5,788 2,034,000 1,400 2,102,464 1,200 2,103,664
支払手数料 1,980 330 9,932 3,960 16,202 28,490 44,692

雑費 0 0 0
雑損失 0 0 0

経常費用計 1,238,269 3,598,995 2,876,376 634,954 3,887,193 485,400 220,161 399,960 125,131 33,794 13,500,233 5,404,556 18,904,789
当期経常増減額 -1,238,269 -3,298,995 -2,876,376 -634,954 35,944,781 1,543,959 -220,161 -399,960 -125,131 -33,794 28,661,100 7,532,795 36,193,895

事業部門計 管理部門計 合計
不当な約款
等の是正

差止請求関
係業務に係
る事業等

被害回復関係業務に係る事業等

政策提言事業

消費者に対する啓発事業
消費者被害の
調査･研究事業



[資料 2]－1 
１．事業費と管理費の区分の基準

（1）事務人件費（いったん管理費に仮計上した 2 名分についての取り扱い。）

従事時間割合に近似にするために、主に従事している業務の性格によって、以下

のように区分します。

区分 内容

事業費 差止請求・被害回復・情報受付担当の全額

管理費 経理・庶務担当の全額

（2）福利厚生費のうち:年金・健康保険料、通勤交通費、健康診断料について

   （いったん管理費に仮計上した 2 名分についての取り扱い。）

事務人件費に準ずる性格であり、上記事務人件費と同じ区分とします。

（3）賃借費（主に OA 機器の賃借料）

 業務量割合に近似にするため、下記会議別に会議開催時間をカウントし区分します。

区分 内容

事業費

（合計 139.667h）
検討事案選定会議（11 回 21.667h）
常設検討チーム＜第 1・第 2＞（15 回 32.166h）
分野別検討チーム（6 回 8.500h）
事業者との協議（8 回 8.250h）
差止請求委員会（8 回 16.417h）
被害回復委員会（10 回 20.417h）
委任後弁護団会議（21 回 25.750h）
調査研究、啓発、政策提言などの会議（4 回 6.500h）

管理費

（合計 41.217h）
通常総会（1 回 0.833h）
理事会（13 回 22.384h）
監事監査（1 回 1.500h）
月次事務局会議（11 回 16.500h）

総計 180.883h 

（4）印刷費のうちコピー代

業務量割合に近似にするため、賃借料同様会議別に会議開催時間をカウントし区分

します。



[資料2]-2　事業費・管理費　区分明細

金額 備考

事務人件費／事業費 3,300,715 差止請求・被害回復・情報提供受付担当分

事務人件費／管理費 2,613,962 経理・庶務担当分

小計 5,914,677

福利厚生費／事業費 984,704 年金・健康保険料+通勤費+健康診断費+退職金共済（差止請求・被害回復・情報提供受付担
当分）

福利厚生費／管理費 763,241 年金・健康保険料+通勤費+健康診断費+退職金共済（経理・庶務担当分）
+その他、職場関係費用73,552円

小計 1,747,945

賃借料／事業費 250,320 会議時間　139.667時間分（77.2％）

賃借料／管理費 73,929 会議時間　41.217時間分（22.8％）

小計 324,249

印刷費／事業費 183,597 会議時間　139.667時間分（77.2％）

印刷費／管理費 54,223 会議時間　41.217時間分（22.8％）

小計 237,820



[資料2]－３　消費者機構日本2022年度　事業費配賦明細
事　業（大） 事　業（小） 各事業の主要会議 事務人件費 福利厚生費 賃借料 印刷費

検討事案選定会議 5.417
常設検討チーム＜第1・第2＞ 8.042
分野別検討チーム
（主に差止請求等に係るもの） 2.125
差止請求委員会 8.208
検討事案選定会議 5.417
常設検討チーム＜第1・第2＞ 8.042
分野別検討チーム
（主に差止請求等に係るもの） 2.125
事業者との協議
（差止請求に係るもの） 3.500
差止請求委員会 8.209
委任後弁護団会議 14.500
検討事案選定会議 10.833
常設検討チーム＜第1・第2＞ 16.082
分野別検討チーム
（主に被害回復に係るもの） 4.250
事業者との協議
（被害回復に係るもの） 4.750
被害回復委員会 20.417

②ワンメーッセージ訴訟 委任後弁護団会議 5.250 5.250 124,072 37,014 9,409 6,901
③順天堂大訴訟 委任後弁護団会議 6.000 6.000 141,796 42,302 10,754 7,887

（4）消費者被害の調査・研究事業 研究会議 役職員・委員全体会議 3.750 3.750 88,623 26,439 6,721 4,930
（5）被害者への支援事業 - - - - - - - -
（6）消費者に対する啓発事業 公開シンポジウム 総会記念企画 1.750 1.750 41,357 12,338 3,136 2,300
（7）事業者に対する啓発事業 - - - - - - - -
（8）政策提言事業 行政ヒアリング対応 消費者委ヒアリング事前打ち合わせ 1.000 1.000 23,634 7,052 1,792 1,316
（9）その他必要な事業 - - - - - - -

合計 3,300,715 984,704 250,320 183,597139.667

74,050
（3）被害回復関係業務を実施する事
業

①共通 56.332 1,331,280 397,161 100,962

31,275

（2）差止請求関係業務を実施する事
業

42,642

41.793 987,683 74,904294,656 54,938

時　間

（1）不当な約款等の是正事業 23.792 562,270 167,742



【資料 3】２０２２年度 いくつかの事業にまたがる会議の費用（事業費）に関する事業ごと区分 

事業 会議名 区分 

（1）不当な約款等の是正事業

検討事案選定会議 経費の 4 分の 1 を計上（（2）（3）と按分）

常設検討チーム＜第 1・第 2＞ 経費の 4 分の 1 を計上（（2）（3）と按分）

分野別検討チーム（主に差止請求等に係るもの） 経費の 2 分の 1 を計上（（2）と按分）

差止請求委員会 経費の 2分の 1を計上（（2）と按分）

（2）差止請求関係業務を実施する事業

検討事案選定会議 経費の 4 分の 1 を計上（（1）（3）と按分）

常設検討チーム＜第 1・第 2＞ 経費の 4 分の 1 を計上（（1）（3）と按分）

分野別検討チーム（主に差止請求等に係るもの） 経費の 2 分の 1 を計上（（1）と按分）

差止請求委員会 経費の 2分の 1を計上（（2）と按分）

（3）被害回復関係業務を実施する事業 

検討事案選定会議 経費の 2 分の 1 を計上（（1）（2）と按分）

常設検討チーム＜第1・第2＞ 経費の 2 分の 1 を計上（（1）（2）と按分）

分野別検討チーム（主に被害回復に係るもの） 経費のすべてを（3）に計上

被害回復委員会 経費のすべてを（3）に計上

委任前弁護団会議 経費のすべてを（3）に計上



２０２２年度事業報告書 
２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日まで

特定非営利活動法人 消費者機構日本

１． 事業の成果

 順天堂大学医学部の不正入試に対する被害回復訴訟で簡易確定手続が終結し 1,184 人の被害回復

が実現しました。制度上の制約により実損害の範囲に限定されたものの、手続参加を容易にして共

通多数の被害回復を図るという制度の趣旨を一定に実現することができたと考えています。今回は

順天堂大学側から対象者全ての名簿が提供され、連絡先不明の方を除き約 9 割の方々に直接通知す

ることができました。それにもかかわらず手続きへの参加が全体の約半数にとどまったことは、消

費者被害回復訴訟制度についての認知度の向上が引き続き課題であることを示しています。この手

続きの終結により、係属中の被害回復訴訟は最高裁判所の審理を待つワンメッセージ訴訟 1 件のみ

となりました。特定適格消費者団体としての役割を発揮していくため、新たな被害回復に果敢に着

手していくことが課題です。

差止請求では、芸能人養成学校のエーチーム・アカデミーに対する訴訟に控訴審判決が出されま

した。一審判決は差止請求自体について認容したものの、入学時諸費用の権利金的性格を是認しそ

の一部を返還不要とするものでした。それに対し、今回の控訴審判決はこの権利金的性格を否定し

た点で高く評価できる判断と言えます。今後の同種の消費者紛争にも良い影響を与えることも期待

できます。しかし、相手方から上告及び上告受理申立てが行われており、引き続き対応を進めてい

く必要があります。

その他、2022 年度は 3 件の差止請求訴訟が重なりました。こうした状況に対応し、組織運営面で

は検討チームの弁護士メンバーを増員するなどの対応を行いました。また、特にコロナ以降、検討

チーム間での交流の機会が失われていたことから、5 年ぶりに役職員・委員の全体会議を再開しまし

た。

財政面では、2021 年度の東京医大に続き、2022 年度は順天堂大学との簡易確定手続が終結した

ことで、先払いしてきた費用を回収し、報酬を得ることができました。これにより正味財産が大幅

に増加しています。これを今後の差止請求及び被害回復の活動に活かして参ります。

２． 事業の実施に関する事項

特定非営利活動に係る事業

事業名 事業内容 実施日時 実施場所 従事者

の人数

（人）

受益対象者

の範囲及び

人数

事業費

の金額

（1）不当な約

款等の是正事

業

検討事案選定会議

消費者等から寄せられ

た情報について検討

し、次の点を協議し

た。

･検討チーム等の議題

とすべきか否か

･情報提供者への助言

内容

4/3
5/26 
6/30 
8/4 
9/1 
10/13 
11/10 
12/22 
1/19 
2/9 
3/9 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

6
6 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

1,238
千円

常設検討チーム

不当な約款、勧誘行

為、及び広告その他表

示等について、当該事

業者への是正申し入れ

書、当該事業者からの

回答評価と対応、及び

公表内容等を検討し

た。

第１検討チ

ーム

4/20 
5/31 
7/25 
9/20 
10/28 
12/5 
2/1 
3/13 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

10 
10 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ



第２検討チ

ーム

6/24 
8/4 
9/30 
11/1 
11/1 （ 事

業者協議）

1/16 
1/16（事業

者協議）

2/15 
3/15 

7 
12 
12 
11 
11 

12
12 

11 
14 

分野別検討チーム

相手方事業者の業種毎

にチームを設置し、不

当な約款、勧誘行為、

及び広告その他表示等

について、当該事業者

への是正申し入れ書、

当該事業者からの回答

評価と対応、及び公表

内容等を検討した。

通販定期購

入検討チー

ム

4/14 
6/6 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加 6 
6 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

不動産賃貸

借検討チー

ム

4/19 
5/17（事業

者協議）

5/31 
7/4 （ 事 業

者協議）

2/14 
3/8 

6 
6 

6 
6 

5 
6 

差止請求委員会

検討チームの提案を検

証し、理事会議案とし

て確定した。また、自

らも理事会議案となる

提案を行った。

4/27
6/20 
8/23 
10/5 
11/15 
1/23 
2/24 
3/29 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

13
13 
12 
13 
12 
10 
11 
11 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

（2）差止請求

関係業務

検討事案選定会議

消費者等から寄せられ

た情報について検討

し、次の点を協議し

た。

･検討チーム等の議題

とすべきか否か

･情報提供者への助言

内容

4/3
5/26 
6/30 
8/4 
9/1 
10/13 
11/10 
12/22 
1/19 
2/9 
3/9 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

6
6 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

3,598
千円



常設検討チーム

不当な約款、勧誘行

為、及び広告その他表

示等について、当該事

業者への是正申し入れ

書、当該事業者からの

回答評価と対応、及び

公表内容等を検討し

た。

第１検討チ

ーム

4/20 
5/31 
7/25 
9/20 
10/28 
12/5 
2/1 
3/13 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

10 
10 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

第２検討チ

ーム

6/24 
8/4 
9/30 
11/1 
11/1 （ 事

業者協議）

1/16 
1/16（事業

者協議）

2/15 
3/15 

7 
12 
12 
11 
11 

12
12 

11 
14 

分野別検討チーム

相手方事業者の業種毎

にチームを設置し、不

当な約款、勧誘行為、

及び広告その他表示等

について、当該事業者

への是正申し入れ書、

当該事業者からの回答

評価と対応、及び公表

内容等を検討した。

通販定期購

入検討チー

ム

4/14 
6/6 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加 6 
6 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

不動産賃貸

借検討チー

ム

4/19 
5/17（事業

者協議）

5/31 
7/4 （ 事 業

者協議）

2/14 
3/8 

6 
6 

6 
6 

5 
6 

差止請求委員会

検討チームの提案を検

証し、理事会議案とし

て確定した。また、自

らも理事会議案となる

提案を行った。

4/27
6/20 
8/23 
10/5 
11/15 
1/23 
2/24 
3/29 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

13
13 
12 
13 
12 
10 
11 
11 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ



委任後弁護団会議

差止訴訟提起後の弁護

団会議

エーチーム

弁護団会議

4/1 
4/14 
4/23（ヒア

リング）

5/19 
6/16 
7/1 
8/1 
8/18 
9/1 
10/17 
12/23 
1/14 
2/1 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

5 
5 
8 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

（3）被害回復

関係業務

検討事案選定会議

消費者等から寄せられ

た情報について検討

し、次の点を協議し

た。

･検討チーム等の議題

とすべきか否か

･情報提供者への助言

内容

4/3
5/26 
6/30 
8/4 
9/1 
10/13 
11/10 
12/22 
1/19 
2/9 
3/9 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

6
6 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
8 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

7,398

千円

常設検討チーム

情報提供を受けた事案

を分析し、被害回復制

度で対応できるか否か

を検討した。

第１検討チ

ーム

4/20 
5/31 
7/25 
9/20 
10/28 
12/5 
2/1 
3/13 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

10 
10 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

第２検討チ

ーム

6/24 
8/4 
9/30 
11/1 
11/1 （ 事

業者協議）

1/16 
1/16（事業

者協議）

2/15 
3/15 

7 
12 
12 
11 
11 

12
12 

11 
14 

被害回復委員会

検討チームの提案を検

4/19
5/25 
6/22 

千代田区主婦

会館プラザエ

13
12 
14 

そ の 成 果

は、不特定



証し、理事会議案とし

て確定した。また、自

らも情報提供を受けた

事案を分析し、被害回

復制度で対応できる事

案かどうかを検討し

た。

8/2
9/22 
9/25（ヒア

リング）

10/27 
11/24 （事

業者協議）

11/28 
12/26 （事

業者協議）

1//27 
2/28 
3/29（ヒア

リング）

3/31 

フ及びウェブ

参加

14
14 
3 

14 
4 

17 
4 

18 
16 
3 

16 

多数の消費

者に及ぶ

委任後弁護団会議

被害回復訴訟提起後の

弁護団会議

順天堂大学

訴訟弁護団

会議

4/22 
6/1 
8/3 
8/19 

千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加 8 
8 
8 
9 

そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

ワンメッセ

ージ訴訟弁

護団会議

5/10 
5/13 
5/16 
5/17 

4 
5 
5 
4 

（4）消費者被

害の調査・研

究事業

役職員学習会（改正特商

法について）

7/26 千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

39 役職員及び

理事他

705
千円

役職員・委員全体会議 12/15 26 役職員及び

理事

消費者被害実態調査業務

当機構で受付けた情報

提供について、法的分

析を加え消費者庁に報

告する。

8/8～1/16 千代田区当法

人事務所等

22 そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

（5）被害者へ

の支援事業

情報提供者への助言等に

とどまり、特段の事業活

動を実施していない。
－ － － －

0
千円

（6）消費者に

対する啓発事

業

総会記念シンポジウム 6/14 千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

10 一般消費者

ならびに当

法人会員

で、参加者

数は 96 人

525
千円

ホームページの設置と運

営

月 4 回程度

の更新

千代田区当法

人事務所等

5 不特定多数

の消費者及

び当法人会

員



（7）事業者に

対する啓発事

業

特段の事業活動を実施し

ていない。 － － － －

0
千円

（8）政策提言

事業

消費者委員会ルール形成

WG ヒアリング対応準備

会議

6/1 千代田区主婦

会館プラザエ

フ及びウェブ

参加

4 そ の 成 果

は、不特定

多数の消費

者に及ぶ

33
千円

（9）その他事

業

特段の事業活動を実施し

ていない。 － － － －

0
千円



（1）翌事業年度における収入の見込みとその算出根拠

収入内容 収入見込み（単位：千
円）

算出根拠

2023年度 15,237
正会員　団体A受取会費 1,600 実績維持
正会員　団体B受取会費 60 実績維持
正会員　個人　受取会費 1,210 実績維持
協力会員　受取会費 188 実績維持
賛助会員　受取会費 9,400 実績維持
受取寄付金 160 実績維持
受取助成金 300 実績維持
事業収益（被害回復手続による費用・報酬） 0 終了見込みの簡易確定手続は無し
事業収益（受託事業等） 2,000 消費者庁委託事業の入札に参加予定
諸謝金・雑収入 319 実績維持

支出内容 支出見込み（単位：千 算出根拠
2023年度 34,697
（事業部門）
役員報酬 1,392
事務人件費 3,301 前年並み見込み
福利厚生費 985 前年並み見込み
会議費 1,300 前年並み見込み
旅費交通費 30 補助事業費用（2～3万円）見込み
通信運搬費 691 前年並み見込み
消耗品費 50 簡易確定手続無し
賃借料 250 前年並み見込み
印刷費 183 前年並み見込み
調査研究費 555 前年並み見込み
委託費 19,600 順天他成功報酬（14百万）、補助事業（2百

万）、新規提訴4件（2百万）、他
租税公課 100 前年は順天分あり（2百万）
支払手数料 16 前年並み見込み
雑費 0
雑損失 0
（管理部門）
役員報酬 132 前年下期から計上開始のため。
事務人件費 2,614 前年並み見込み
福利厚生費 763 前年並み見込み
会議費 214 前年並み見込み
旅費交通費 29 前年並み見込み
通信運搬費 452 前年並み見込み
消耗品費 236 前年並み見込み
賃借料 74 前年並み見込み
印刷費 54 前年並み見込み
調査研究費 60 Biz解約
渉外費 17 前年並み見込み
委託費 600 補助事業コンサル費用他
保険料 420 前年並み見込み
租税公課 1 前年並み見込み
減価償却費 550 HPレスポンシブ化償却（11万円）、HP改修償

却3ヶ月分（44万円）
支払手数料 28 前年並み見込み
雑費 0
雑損失 0

（2）翌事業年度における支出の見込みとその算出根拠

２．翌事業年度の収支の見込みに関する事項



（消費者契約法第 30条及び同法施行規則第 21条第２項第 11号関係）

３．業務の委託に関する事項

事 案

委託を受けた者に関する事項
委託した業務の

内容

委託に要した費用を

支払った場合におけ

るその額
氏名又は名称

その者を選

定した理由

順天堂大学

訴訟

弁護士 鈴木敦士

弁護士 本間紀子

弁護士 大野絵里子

弁護士 鈴木さとみ

弁護士 谷合周三

弁護士 中野和子

弁護士 針ヶ谷健志

弁護士 宮城朗

東京医大訴

訟での実績

から委任

・共通義務確認

訴訟の遂行

成功報酬

1,320,000円
（消費税込・源泉込）

（2022.5.25）

順天堂大学

訴訟

弁護士 鈴木敦士

弁護士 本間紀子

弁護士 大野絵里子

弁護士 鈴木さとみ

弁護士 谷合周三

弁護士 中野和子

弁護士 針ヶ谷健志

弁護士 宮城朗

共通義務確

認訴訟での

実績を評価

・簡易確定手続

の遂行

着手金

440,000円
（消費税込・源泉込）

（2022.5.25）

順天堂大学

訴訟

㈱京葉 見積金額等

による評価

・債権者リスト

の作成（データ入

力業務）

404,250円（税込み）
（2022.5.10）

順天堂大学

訴訟

㈱京葉 データ入力

業務の実績

を評価

・認否に関する

意思確認書面の

出力用データ作

成

118,580円（税込み）
（2022.9.5）

順天堂大学

訴訟

㈱京葉 データ入力

業務の実績

を評価

・和解に関する

意思確認書面の

出力用データ作

成

210,210円（税込み）
（2023.3.2）

順天堂大学

訴訟

西桜印刷㈱ 見積り金額

の比較によ

る

・和解に関する

意思確認書面の

封入・封緘・発送

163,460円（税込み）
（2023.3.2）



４．被害回復裁判手続及びこれに付随する金銭の分配に関する業務が終了した事案に関する

事項 

(a) 消費者契約法施行規則第21条第２項第２

号の書類（被害回復裁判手続の概要及び結

果を記録したもの）に記載された事項 

順天堂大学に対する入学検定料等相当額損

害賠償請求事案

(b) ①授権をした対象消費者から支払われた

報酬及び費用の総額並びに②当該事案に要

した費用の総額 

① 39,773,735 円

② 8,178,726 円

(c) 手続参加のための費用に関する以下の事

項 

 ① 授権をした対象消費者から支払われ

た手続参加のための費用の総額 4,661,490 円

 ② 法第 25 条第１項の規定による通知等

において記載した債権届出までに要す

る費用の見込み及びその内訳 

1,240,903 円

（内訳） 

項  目 金  額 

通知書面郵送代 568,680 円

書面印刷費、発送委託等 234,410 円

〃 書面印刷費 371,305 円

返信用封筒代 52,800 円

その他消耗品 13,708 円

③ 債権届出までに要した費用の総額及

びその内訳 

4,765,687 円

（内訳） 

 項  目 金  額 

 共通義務確認訴訟費用 2,056,901円

 通知公告費用 1,240,903円

 説明義務費用 24,454 円

 手続き開始申立て費用 495,941 円

 労務費 721,098 円

 その他費用 226,390 円

(d) 債権届出より後の報酬及び費用に関する

以下の事項 

 ① 授権をした対象消費者から支払われ

た債権届出より後の報酬及び費用の総

額 33,099,245 円

 ② 債権届出より後に要した費用の総額

及びその内訳 

12,713,249 円

（内訳） 

 項  目 金  額 

 弁護士費用 

11,415,100

円

 事務局経費 230,000 円

 委託者対応費用 1,068,149円



(e) 対象消費者のために被害回復関係業務の

相手方（事業者）から支払を受け又は回収

した総額 166,837,957 円




